
令和５年度の主な事業予定箇所（河川関連事業）

千早川 堤防整備工事

（Ｒ５ 南大伴橋上下流左岸）

石川 河道掘削工事

（Ｒ５ 河南橋下流）

西除川 橋梁工事（草沢橋Ｒ５）

大乗川 改修工事

（大乗橋下流左岸Ｒ５）

大乗川 改修工事

（大乗橋上流左岸Ｒ５）

飛鳥川 改修工事

（八丁橋上流Ｒ５）

梅川 改修工事

（大宝橋上下流左岸Ｒ５）

西除川 改修工事

（栄橋上流右岸R5）

落堀川 中橋改築等工事R5

落堀川 改修工事（中橋上流左岸外R5）

東除川 河床低下対策工事（福

井橋上流R5）

東除川 防災工事（北脇橋上流R5）

西除川 河床低下対策工事

（西除大橋上下流外R5）

西除川 進入路設置工事

（人道橋上流R5）

狭山池ダム 堆積土砂撤去工事（Ｒ５）
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千早川支川 千早川（７）

２号砂防堰堤建設工事（R５)

下河内（４）地区

急傾斜地 崩壊防止工事（Ｒ５）

中佐備地区 急傾斜地 崩壊防止工事（Ｒ５）

下ノ垣内（1）地区 急傾斜地外

急傾斜施設等補修工事（Ｒ５）

令和５年度の主な事業予定箇所（砂防関連事業）
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R4年度河川施設の点検結果箇所図

富田林土木事務所

点検結果の概要と対応

１．点検結果の見方

・河川施設に損傷が見られ、このまま放置しておく

と人家等に影響を及ぼす可能性がある箇所を「要

注意箇所」として選定しました。

・上記の内、損傷程度が著しい箇所は、「緊急対応

実施箇所」としました。

２．今後の対応

・「緊急対応実施箇所」は、次期出水期までに（5月
末までに）、応急的な対応を完了し、その後、更に

必要な対策を実施します。

・「要注意箇所」については、必要に応じて、詳細な

調査を実施し、補修方法を検討の上、概ね3年を目
途に順次対策を実施します。

※対策を実施する迄は、平素よりパトロール等を

実施し、損傷状況の把握を行い、必要な措置を講

じるなど不測の事態に備えます。

※令和5年3月末時点で既に対策工事が完了して
いるものは削除しました。

千早川 R3-1

①

②
③

梅川 R3-1

西除川 R4-1
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R４年度 河川施設の点検結果箇所図

富田林土木事務所

①

【 凡 例 】

： 要注意箇所

： 緊急対応実施箇所

：河川名-番号○○川○年度－○

河川施設損傷

※○年度は調査実施年度を示している

梅川 R3-1 護岸の損傷（応急対策実施済み）
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R4年度河川施設の点検結果箇所図

富田林土木事務所

②千早川 R3-1 河床の洗堀

甲取橋

【 凡 例 】

： 要注意箇所

： 緊急対応実施箇所

：河川名-番号○○川○年度－○

河川施設損傷

※○年度は調査実施年度を示している
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R4年度河川施設の点検結果箇所図

富田林土木事務所

【 凡 例 】

： 要注意箇所

： 緊急対応実施箇所

：河川名-番号○○川○年度－○

河川施設損傷

※○年度は調査実施年度を示している

③西除川R4-1 河床の洗堀
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